
令 和 ６ 年 豊 富 町 議 会 第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 

（会期 １２月１０日 １日間） 

    令和６年豊富町議会第４回定例会は、豊富町議会議事堂に招集された。 

 

１．町長から提出された議案 

       議案第84号  豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例の一部を改正する条例について 

       議案第 85号  豊富町国民健康保険診療所に係る使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について 

       議案第 86号  普通財産貸付料の減免について（サロベツカントリークラブ） 

       議案第 87号  令和６年度豊富町一般会計補正予算について 

       議案第 88号  令和６年度豊富町国民健康保険事業特別会計補正予算について 

議案第 89号  令和６年度豊富町後期高齢者医療事業特別会計補正予算について 

議案第 90号  令和６年度豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計補正予算について 

議案第 91号  令和６年度豊富町簡易水道事業会計補正予算について 

議案第 92号  令和６年度豊富町公共下水道事業会計補正予算について 

議案第 93号  令和６年度豊富町介護保険事業特別会計補正予算について 

議案第 94号  令和６年度豊富町ガス事業会計補正予算について 

承認第 2 号  専決処分した事件の承認について（令和６年度豊富町一般会計補正予算について） 

 

２．議会から提出された議案 

       陳情第 2 号  グループホーム和ごころ施設賃借料の減免の陳情について 

       陳情第 3 号  グループホームはまなす施設賃借料の減免の陳情について 

       意見案第 4号  国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

       意見案第 5号  改正食料・農業・農村基本法の実効性確保等に関する意見書について 

       意見案第 6号  学校の業務量に見合った教職員配置と長時間労働を抑制するため教員に残業代を支給可能 

とする給特法の改正を求める意見書について 

 

３．議事日程 

       議事日程          第１号   １２月１０日（火）     午前 10時 00分開議 

日程 １．         会議録署名議員の指名 

日程 ２．         会期の決定 

日程 ３．         町長の一般行政報告 

日程 ４．         一般質問 

日程 ５．                 町長の提出議案の理由の説明 

日程 ６． 議案第 84号  豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例の一部を改正す 

る条例について 

日程 ７． 議案第 85号  豊富町国民健康保険診療所に係る使用料及び手数料条例の一部を改正する条 

例について 



日程 ８． 議案第 86号   普通財産貸付料の減免について（サロベツカントリークラブ） 

日程 ９． 議案第 87号   令和６年度豊富町一般会計補正予算について 

日程 10.  議案第 88号    令和６年度豊富町国民健康保険事業特別会計補正予算について 

日程 11.  議案第 89号   令和６年度豊富町後期高齢者医療事業特別会計補正予算について 

日程 12.  議案第 90号   令和６年度豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計補正予算について 

日程 13.  議案第 91号   令和６年度豊富町簡易水道事業会計補正予算について 

日程 14.  議案第 92号    令和６年度豊富町公共下水道事業会計補正予算について 

日程 15.  議案第 93号  令和６年度豊富町介護保険事業特別会計補正予算について 

日程 16.  議案第 94号  令和６年度豊富町ガス事業会計補正予算について 

日程 17.  承認第 2 号  専決処分した事件の承認について（令和６年度豊富町一般会計補正予算につ 

いて） 

日程 18.  陳情第 2 号  グループホーム和ごころ施設賃借料の減免の陳情について 

       日程 19.  陳情第 3 号  グループホームはまなす施設賃借料の減免の陳情について 

       日程 20.  意見案第 4号  国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

       日程 21.  意見案第 5号  改正食料・農業・農村基本法の実効性確保等に関する意見書について 

       日程 22.  意見案第 6号  学校の業務量に見合った教職員配置と長時間労働を抑制するため教員に残業 

代を支給可能とする給特法の改正を求める意見書について 

日程 23.          閉会中の継続調査の申し出について（総務産業常任委員会、予算決算常任委 

員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員会） 

 

４．出席議員（10名） 

                  議   長  １番  千 葉       久   君 

                         ２番  水 戸 部   正 博   君                  

  ３番  竹 中   隆 浩   君 

                         ４番  小 笠 原   照 美   君 

５番  佐 々 木       誠   君 

６番  佐 々 木   政 義   君                                              

７番  前 田   孝 一   君  

８番  大 島   憲 昭   君  

９番  多 々 良       勝   君  

                  副 議 長 １０番  鎌 倉   和 雄   君 

 

５．欠席議員（０名）                         

 

６．出席説明員  

 町 長   河 田   誠 一   君 

 副 町 長   小 泉   幸 一   君 



総務課長兼会計管理者   山 内   英 夫   君 

総務課防災監   髙 橋   雄 二   君                    

                         財 政 課 長   水 戸 部   伸 也   君 

保健推進課長   小 泉   貴 裕   君 

町 民 課 長   鈴 木       充   君 

                            建 設 課 長         能 登 屋   将 宏   君 

商工観光課長   清 水   日 出 晃   君 

                            農林水産課長   西 村  忠   君 

教 育 長   岡 本   誠 也   君 

                           教 育 次 長   石 川   博 章   君 

保育園々長         井 上   具 則   君  

診療所事務長   小 松   雅 史   君 

農業委員会事務局長   皆 戸   朋 生   君                       

                                                   消防支署長   廣 田   耕 一   君 

代表監査委員   佐 藤   光 昭   君 

 

７．出席議会事務局職員  

局    長         清 水   智 絵   君 

                           書    記   鈴   木   裕   子   君 

 

 議事経過は、次のとおり 

（ベ ル）                           

  （午前 10時 00分開議） 

 

議長（千葉 久 君） 

 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから、本日をもって招集されました本年第４回定例町議会を開会いた 

します。 

ただちに本日の会議を開きます。 

日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

今回の署名議員は、４番、小笠原議員、５番、佐々木誠議員にお願いいたします。 

日程２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の会期については、１２月４日、議会運営委員会において協議検討の結果、本１０日より１２日までの３日間と

することに意見の一致を見ております。 

会期は３日間とすることにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認め、会期は３日間に決定されました。 

次に、議長の諸般の報告でありますが、一般事項につきましては、別紙配付の報告書のとおりであります。 

議長が出席した諸会議等について、これより報告をいたします。 



９月の定例議会後における、私の行動につきましては、お手元に配付の報告書のとおりでありますが、主なる件のみ、私

の方からご報告申し上げます。 

１１月１２日、東京都にて、管内選出国会議員の武部代議士との意見交換会に出席をしております。 

次に、翌日の１３日、第６８回町村議会議長全国大会が東京のＮＨＫホールで開催され、これに出席をしております。 

大会では「東日本大震災及び令和６年能登半島地震等からの復旧・振興、原子力発電所事故への対応及び防災・減災対策

の確立を求める特別決議」など２件の特別決議を満場一致で採択しております。 

また、第４９回豪雪地帯町村議会議長全国大会も併せて開催され、「豪雪地帯対策の充実強化」など８件の決議を、こちら

も満場一致で採択しております。 

なお、大会等の資料につきましては、事務局の方に保管してありますので、自由にご覧いただきたいと思います。 

以上で報告を終わります。 

日程３、町長の一般行政報告に入ります。河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 おはようございます。 

行政報告をさせていただきます。 

はじめに、大規模草地牧場について申し上げます。 

今年の夏期放牧入牧頭数につきましては、１，５８９頭で、昨年より５６頭ほど多い入牧となりました。現在は、既に冬

期舎飼に移り、１０月末で育成１，１１５頭、保育１６４頭の受入れとなっております。 

これまでも、指定管理者の運営努力により、管理の充実に努めていただいておりますが、今後の酪農を取り巻く情勢は不

透明であり、大規模草地牧場の役割はさらに重要になることから、今後とも、酪農家のサポート施設として、管理体制の充

実を図り、預託農家の経営改善につながるよう努めてまいります。    

次に、水産の状況について申し上げます。 

１０月末現在の総水揚金額は約７，６００万円で、水揚げ量は、前年比３３トンの減でありました。水揚げ量減少の主な

要因としては、主力のサケ定置の減少となっており、水揚げ単価については前年よりも高く取引されたものの、漁獲量が５

４トン減少し、総水揚げ金額は、昨年比１，０００万円の減となっております。 

なお、水産業の担い手確保については、７月の漁業就業フェアに参加し、３名の方と面談を行い、うち２名の方と来年度

から新規就業に向けた研修を始めるよう地元漁業者と受入体制等について、協議を進めております。 

今後も引き続き、水産業の振興に向けて、地元の漁業者と協議を行いながら執り進めてまいります。 

次に、サロベツカントリークラブの１０月末現在の入場者数及び収支状況等について申し上げます。 

ゴルフ場の１０月末現在の入場者数は、薄暮ゴルフを合わせて５，０３１名で、前年同期と比較して８６８名の減少とな

っております。売上高は約３，３６０万円で、前年より約４５０万円の減となっております。 

入場者数が減少した要因としては、コース内に埋設されている暗渠排水管が、経年劣化で目詰まりし、少しの雨でもコー

ス内のあちらこちらにぬかるみができ、プレーにも支障が出てきたことから、コンディションが悪いとの評判が広がり、お

客様から敬遠されたことが挙げられます。 

このように、ゴルフ場の入場者が減少し、経営も厳しい状況となっていることから、入場者数減少の大きな要因となって

いる、コース内の泥濘を解消するため、議会の皆様のご理解をいただいて、暗渠排水管の修繕を今年度と来年度の２か年で

実施することとなり、今年度に修繕を行ったコース内には改善が見られ、お客様も徐々に回復傾向にあります。 



来年度につきましても、議会の皆様にご理解をいただきながら、残ったコースの修繕を予定し、快適なコース環境を整え、

固定経費などの削減も含め、経営安定のためさらなる努力を行っていただきいと考えております。 

次に、本年度各会計に計上されております請負工事の発注状況についてご報告をいたします。 

令和６年度における各会計の工事請負費の予算総額は、９億７，９６５万８，５００円でございます。１１月末現在での

契約件数は６８件、７億７，８３０万３，９００円で、予算総額に対して７９.４５％の発注率となっております。  

今後、工事の発注につきましては、順次入札を執行し、円滑に工事を実施してまいります。 

次に、９月定例議会以降の主な出張用務について申し上げます。 

１１月５日東京都において、農業農村整備の集いに参加し、関係各省庁への要請を行い、１１月１９日からは北海道命の

道づくりを求める東京大会に参加し、関係省庁及び道内選出国会議員当への要請活動を行い、１１月２０日全国町村長大会

に参加してまいりました。 

以上で行政報告を終わります。 

 

議長（千葉 久 君） 

 以上で町長の一般行政報告を終わります。  

日程４、一般質問に入ります。 

質問通告者は、別紙配付のとおりであります。 

通告順序に従い発言を許可いたします。５番、佐々木誠議員！ 

 

５番（佐々木 誠 君） 

 ５番、佐々木誠です。 

 本町において、町職員の中途退職が相次いでいることについて、町長の見解をお聞きします。 

 本町では、新規採用された職員が数年のうちに退職したり、中堅職員が突然退職する事例が散見されております。様々な

理由があることと思いますが、夢を持って町職員になった方が、早々に退職されてしまうということは、本人はもとより町

にとっても多大な損失であります。このような事態は、人員不足となり、他の職員への業務増加を招き、業務執行のための

残業が増え職員の心身への負担増加が懸念されます。 

 このような事態を町長はどのように考え、対策をしようとしているのかお考えを伺います。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 佐々木誠議員の豊富町職員の中途退職についてお答えをいたします。 

 近年、個人主義や仕事に対する考え方が、時代とともに変化してきており、職場環境や待遇などに満足できない場合、自

治体職員に限らず民間も含め、容易に退職を選択する傾向が見られる状況であると言われております。 

 本町においても、退職理由は様々ですが、中途退職者が続いている現状であり、議員ご指摘のとおり、職員が去ることで

生じる人材や経験の損失は、組織の色々な面に影響を及ぼすため、これまで以上に退職を未然に防止することが重要である

と痛感をしております。 



 これまでも、職員とのコミュニケーションが大事であると考え、心がけてまいりましたが、今後は、定期的なコミュニケ

ーションをとるだけではなく、職員の意見や要望を活発に求める質の高い対話型コミュケーションとなるように努め、そこ

で得た情報を適切に活用し、職員の働きやすい環境づくりや、仕事に対する意欲の維持に反映させることが大事であると考

えております。 

 そのため、令和７年度より、悩みや相談が気軽のできる体制を整え、全職員一人ひとりと個別面談を行い、その結果を踏

まえ、メンタルヘルス等研修の充実を図ってまいります。 

 また、各係などの業務量や配置数について検証を行い、バランスのとれた職員配置となるよう検討をしてまいります。 

 さらに、新規採用職員に対しては、きめ細かな研修を実施するとともに、日々の勤務状況の把握に努めて、変化があれば

早急に対応できるよう務めてまいります。 

 職員確保が厳しい状況でありますが、魅力ある職場づくりに務めるとともに、今後も工業系の高校をはじめ、大学・専門

学校などを訪問し、採用試験情報の周知及び町の PR活動を行ってまいりたいと考えております。 

 今後さらに、中途退職の未然防止を図るとともに、人材育成に務めてまいりたいと考えております。 

 以上答弁とさせていただきます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 佐々木誠議員、再質問ありますか？ 

 

５番（佐々木 誠 議員） 

 再質問します。 

 毎年、中途退職者が相当数いるため、町民の皆さんも不安になっている状況にあります。 

 町長の答弁にもありましたけれども、私たちは現在の役場内がどのようになっているか分かりませんが、例えばハラスメ 

ントに該当するような事案はないのか、調査する必要があるのではないかと思います。また、職員が定着して本町行政に貢 

献してくれるよう、役場内や役場庁舎の更新など、職場環境を整え、職員が働きやすい環境づくりと、将来に希望が持てる 

職場づくりが大事だと思いますが、町長の見解を伺います。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 佐々木誠議員の再質問にお答えをいたします。 

 ハラスメント関係については、直接的にはまだ伺っておりませんけれども、そのところについては、議員ご指摘のとおり、

やはりハラスメントは決して許されるものではございませんので、そういうところにしっかりとアンテナを張ってですね、

また先ほども答弁しましたけど、個別のコミュニケーションをしっかり取って、そういうものが無いように務めてまいりた

いと思います。 

 また、職員の定着っていうところで、希望の持てる職場づくりということですけど、今年、新庁舎建設基金を設置いたし

ました。 しっかりとこの計画を進めていって、今の状況では、２９年ぐらいに新庁舎の建設というのを計画している段階

でございます。 



 新しいところで環境整備をして、皆さんに働いていただきたいと考えております。 

 以上答弁とさせていただきます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 佐々木誠議員再々質問ありますか？（「ありません」の声あり） 

 ５番、佐々木誠議員の質問が終わりました。 

 ３番、竹中議員。 

 

３番（竹中 隆浩 君） 

 おはようございます。３番、竹中隆浩です。 

 それでは、通告に従いまして、防犯対策について伺います。 

 近年、関東首都圏では「闇バイト」による強盗犯罪が増加しており、さらに北海道内でも今年発生した留萌市の高校生が

神居古潭で殺害された事件では、防犯カメラのない場所で犯罪が起きたと報じられています。 

 防犯カメラは犯罪抑止に効果があり、町民の安全を守るために非常に有効な手段だと考えます。 

 しかし、行政のみでカバーできる設置には限界があると思われます。 

そこで、町内の企業・商店・住民の皆様に協力を仰ぎ、設置の助成制度を充実させ、町全体で安全を守る取り組みができる

ような施策を進めるべきと考えます。 

 町長として、この課題にどのように取り組むか考えを伺います。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 竹中議員の防犯対策についてお答えをいたします。 

 防犯カメラの設置につきましては、犯罪抑止効果があるとともに、犯罪発生時の解決につながる情報収集にも活用される

など、犯罪のない安全で安心して暮らせる町の実現に大きな役割を果たすものと考えております。 

 現在、本町が設置しております防犯カメラにつきましては、定住支援センターや町民センター、ふれあいセンターなどの

公共施設や、１町内団地や中央団地、はまなす団地などの公営住宅に設置をしております。また、児童生徒の通学路の防犯

対策として、町が管理する街灯を利用し、６カ所へ合計１３台の防犯カメラを設置しております。 

 議員ご質問の要旨にあります防犯カメラ設置の助成制度につきましては、北海道内においては札幌市や恵庭市などで、補

助対象を町内会や自治会として実施されております。 

 防犯カメラは多数の映像をリアルタイムで撮影・記録できるため、防犯対策への活用や犯罪抑止効果等が期待できる一方

で、不特定多数の住民を撮影することとなるため、被撮影者のプライバシー権等を侵害する恐れもあることから、助成の方

法やプライバシー保護ための管理・運用について検討を進めてまいりたいと考えております。 

以上答弁とさせていただきます。 

 

議長（千葉 久 君） 



 竹中議員、再質問ありますか？（「ありません」の声あり） 

３番、竹中議員の質問終わりました。 

 ９番、多々良議員。 

 

９番（多々良 勝 君） 

 ９番、多々良です。先に申し訳ないですけど、質問通告書に町長のところにまるをつけておりません。失念しておりまし

たので、申し訳ないですけども答弁よろしくお願いします。 

 （１）（２）旧ニューホテルサロベツについて（２）ふれあいセンター裏の通り道について、いずれも温泉町内のことで

ございますので、（１）（２）とも今後どのように取り計らっていくのかを、２点一緒に質問させていただきます。 

よろしく答弁お願いします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 多々良議員のご質問にお答えをいたします。 

 大変ご丁寧にご質問いただきました。大変ありがとうございます。 

 １点目の旧ニューホテルサロベツについてお答えをいたします。 

 旧ニューホテルサロベツにつきましては、令和元年１２月に土地を購入し建物は寄附として受けたところであります。寄

附を受けた後、建物の再利用などを検討するため建物内に立ち入り、状況を確認いたしましたが、天井が抜け落ち、階段も

崩れ落ちているなど、再利用ができる状況ではなく、建物については、解体を前提に考えていたところでありますが、新型

コロナウイルス感染症により、対応が後先となったところであります。解体には多額の費用を要することから、補助金の充

当の可能性などをさらに詰め、解体に向け執り進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目のふれあいセンター裏の通り道についてお答えいたします。 

 ふれあいセンターの裏から旧ニューホテルサロベツを往来する通り道にある歩道橋については、設置から３９年が経過し、

現在通行止めとしているところであり、当初の設置目的でありました、旧ニューホテルサロベツとふれあいセンターの連絡

橋としての役割は果たしていない状況であります。耐用年数はまだ経過しておりませんが、年々老朽化も進んでいることか

ら、様々な視点から検討を進めてまいりたいと考えております。 

以上答弁とさせていただきます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 多々良議員。再質問ありますか？ 

 

９番（多々良 勝 君） 

 質問通告のわりには、良い答弁をいただきましたけれども、ニューホテルサロベツね、階段が落ちているとか天井が抜け

ているとか、譲り受けたときはそういう状態ではなかったと思うんですよね。放置した結果こうなったのであって、最初か

ら階段が落ちていたとか天井が抜けていたっていう拾いものではありません。議員の中でも、一部では役場庁舎に移したら



どうだとかっていう意見もあったぐらいの建物でございます。それを今まで放置しておいて、壊さなければならない状態だ

と言って、放置したからであって、その辺の町の責任はどうなっていますか。まず聞きたい。 

 どういう目的によって手に入れた、そして、いずれ壊しますって言うんですけど、いずれとかじゃなくて、その辺きちっ

と早く整理していただきたいと思います。 

 申し訳ないですけど、再質問長くなりましたけどよろしくお願いします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 多々良議員の再質問にお答えをいたします。 

 ニューサロベツを寄附いただいてから、放置して現状になったというところではございますけども、その辺の認識がちょ

っと我々とは若干ずれているところかなと感じはしております。我々令和元年の１２月に建物で初めて入れたわけですけど、

入った時にはもう現状の状況になっていたと認識しております。恐らく、議員さんたちにも見ていただいた経緯あるんです

けども、もう令和元年の状態で今のような状況になっていたと私は認識をしております。 

 どちらにしてもですね、早期にこの問題は解決をしていきたいと考えておりますし、今、先ほど答弁いたしましたけれど

も、補助金を利用して何とかしていきたいというところであります。 

 今、国土交通省が進めております空家対策総合支援事業がありまして、今この事業に乗れるかどうかということをしっか

り検討している状況でございますので、今後とも皆さんに良い結果をお知らせしたいと思っております。 

以上答弁といたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 多々良議員、再々質問ありますか？ 

 

９番（多々良 勝 君） 

 再々質問させていただきます。 

 町長。議長から町長なられた時に、町長室で私には風車の固定資産が入ったらそれを貯めて壊したいと意見がありました

けども、それから回答弁がないので、その金は別に使われるということですね。町長言われたから質問します。私にはそう

答弁していました。ですから、いつ壊すのかなと思い、固定資産も入りだしたし、それでいつ壊すか質問したんですけども、

国の政策は政策としてそれはいろいろあるでしょう。それは置いておいて、その資金だけで何とかしたいということですね。

町の金を使わないで。答弁をお願いします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 多々良議員に風車の固定資産が入ったら壊すっていうところはちょっと私も記憶にないというところがあるんですけれど



も、基本的には今言ったように国の補助金もいただきながら、また、固定資産税が今年から当町に入ってきておりますので、

この問題については早期に解決をしたいと思っております。 

 

議長（千葉 久 君） 

 ９番、多々良議員の質問が終わりました。以上で通告者の質問は終わりました。 

一般質問はこれをもって終結いたします。 

日程５、町長の提出議案の理由の説明に入ります。河田町長！ 

 

町長（河田 誠一 君） 

 提出議案について申し上げます。 

本日招集の令和６年第４回町議会定例会に提案申し上げております議案につきましては、豊富町重度心身障害者及びひと

り親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例など、条例改正議案が２件、普通財産貸付料の減免についてが１件、令和

６年度豊富町一般会計及び特別会計並びに公営企業会計補正予算議案が８件、専決処分した事件の承認についてが１件の、

合わせて１２件をご提案申し上げております。 

なお、内容につきましては、担当課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

議長（千葉 久 君） 

 以上で町長の提出議案の理由の説明を終わります。 

続いて議案の審議に入ります。 

お諮りいたします。 

今定例会に提案された、議案第８４号から議案第８５号までの議案の朗読及び議案第８７号から議案第９４号までの議案

の歳入歳出の内容の説明を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

したがって議案第８４号から議案第８５号までの議案の朗読及び議案第８７号から議案第９４号までの議案の歳入歳出の

内容の説明を省略することに決定しました。 

日程６、議案第８４号、豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。 

内容の説明を求めます。小泉保健推進課長！ 

 

保健推進課長（小泉 貴裕 君） 

 議案第８４号、豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ 

ます。 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律による健康保険の被

保険者証の廃止が令和６年１２月２日から施行されたことに伴い、本条例に規定されている健康保険の被保険者証によって

受給資格の確認を行う方法等について、文言を改正する必要があることから、本条例の一部を改正するものです。 

よろしくご審議をお願い申し上げます。 



 

議長（千葉 久 君） 

 内容の説明が終わりましたので、質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第８４号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程７、議案第８５号、豊富町国民健康保険診療所に係る使用料及び手数料条例の一部を改正する条例についてを議題と

いたします。内容の説明を求めます。小松診療所事務長！ 

 

診療所事務長（小松 雅史 君） 

 議案第８５号、豊富町国民健康保険診療所に係る使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明いたしま

す。 

今回の改正につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律の施行により、令和６年１２月２日、被保険者証の文言を使用することができなくなるため、その修正のため本条

例の一部を改正するものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 内容の説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第８５号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程８、議案第８６号、普通財産貸付料の減免について（サロベツカントリークラブ）を議題といたします。 

内容の説明を求めます。能登屋建設課長！ 

 

建設課長（能登屋 将宏 君） 

 議案第８６号、普通財産貸付料の減免についてご説明いたします。 

株式会社サロベツカントリークラブに対する普通財産貸付料について、収支状況を踏まえ、貸付料を減免することにいた

したいので、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

以下、議案を朗読いたします。 

議案第８６号、普通財産貸付料の減免について、下記のとおり、令和６年度普通財産貸付料を減免する。令和６年１２月

１０日提出、豊富町長、河田誠一。記、１．普通財産の種類、１．土地、天塩郡豊富町字上サロベツ１７１８番１、外６７

筆、計１０９万７，９７２平方メートル。２．建物、店舗事務所、外４棟、計２，２０６.２０平方メートル。３．備品、ロ

ッカー、外１０９品。２．貸付の相手方、株式会社サロベツカントリークラブ、代表取締役、鈴木講二。３．貸付料の減免

額、２００万円、（土地３２万１，０００円、建物１０２万９，０００円、備品６５万円）４．理由、ゴルフ場事業用財産の

貸付料を減免することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 



 

議長（千葉 久 君） 

 内容の説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第８６号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程９、議案第８７号、令和６年度豊富町一般会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。水戸部財政課長！ 

 

財政課長（水戸部 伸也 君） 

 議案第８７号、令和６年度豊富町一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 

表紙の次のページをご覧ください。 

一般会計補正予算は７回目でございます。 

総額から歳入歳出それぞれ１，７２８万７，０００円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ５９億３，３５１万６，０００

円とするものです。 

よろしくご審議をお願い申し上げます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案８７号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１０、議案第８８号、令和６年度豊富町国民健康保険事業特別会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。小泉保健推進課長！ 

 

保健推進課長（小泉 貴裕 君） 

 議案第８８号、令和６年度豊富町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説明を申し上げます。 

 表紙の次のページをご覧ください。 

国民健康保険事業特別会計補正予算は１回目でございます。 

総額に歳入歳出それぞれ２万２，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ６億４，８９３万６，０００円とするもの

です。 

よろしくご審議をお願い申し上げます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案８８号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 



ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１１、議案第８９号、令和６年度豊富町後期高齢者医療事業特別会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。小泉保健推進課長！ 

 

保健推進課長（小泉 貴裕 君） 

 議案第８９号、令和６年度豊富町後期高齢者医療事業特別会計補正予算についてご説明を申し上げます。 

表紙の次のページをご覧ください。 

後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、１回目でございます。 

総額に歳入歳出それぞれ３４万９，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ７，０９９万５，０００円とするもので

す。 

よろしくご審議をお願い申し上げます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第８９号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１２、議案第９０号、令和６年度豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。小松診療所事務長！ 

 

診療所事務長（小松 雅史 君） 

 議案第９０号、令和６年度豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計補正予算についてご説明いたします。 

表紙の次のページをお開きください。 

国民健康保険診療所直診勘定特別会計補正予算は４回目でございます。 

総額に歳入歳出それぞれ１３３万３，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ６億３，６４１万円とするものでござ

います。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第９０号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１３、議案第９１号、令和６年度豊富町簡易水道事業会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。能登屋建設課長！ 

 

建設課長（能登屋 将宏 君） 



 議案第９１号、令和６年度豊富町簡易水道事業会計補正予算についてご説明いたします。 

表紙の次のページをお開き願います。 

簡易水道事業会計の補正予算は２回目でございます。 

収益的収入、支出にそれぞれ補正予定額１５０万円を追加し、総額を１億７，１１３万８，０００円と予定するものでご

ざいます。 

２ページをお開き願います。 

資本的支出に補正予定額６，０００円を追加し、総額を３億２，８５６万４，０００円と予定するものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第９１号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１４、議案第９２号、令和６年度豊富町公共下水道事業会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。能登屋建設課長！ 

 

建設課長（能登屋 将宏 君） 

 議案第９２号、令和６年度豊富町公共下水道事業会計補正予算についてご説明いたします。 

表紙の次のページをお開き願います。 

公共下水道事業会計の補正予算は１回目でございます。 

資本的収入に補正予定額７４万５，０００円を追加し、総額を２億８，０２４万３，０００円、資本的支出に補正予定額

７４万５，０００円を追加し、総額を３億２２万７，０００円と予定するものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第９２号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１５、議案第９３号、令和６年度豊富町介護保険事業特別会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。小泉保健推進課長！ 

 

保健推進課長（小泉 貴裕 君） 

 議案第９３号、令和６年度豊富町介護保険事業特別会計補正予算についてご説明を申し上げます。 

表紙の次のページをご覧ください。 

介護保険事業特別会計補正予算は２回目でございます。 



総額に歳入歳出それぞれ３４万９，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ５億１，７０１万６，０００円とするも

のです。 

よろしくご審議お願い申し上げます。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第９３号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１６、議案第９４号、令和６年度豊富町ガス事業会計補正予算についてを議題といたします。 

説明を求めます。清水商工観光課長！ 

 

商工観光課長（清水 日出晃 君） 

 議案第９４号、令和６年度豊富町ガス事業会計補正予算についてご説明いたします。 

表紙の次のページをお開き願います。 

ガス事業会計の補正予算は４回目でございます。 

第２条収益的収入及び支出において、第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額から、４８万円を追加し、収入支出そ

れぞれの総額を８，８５１万７，０００円とするものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（千葉 久 君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第９４号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程１７、承認第２号、専決処分した事件の承認について（令和６年度豊富町一般会計補正予算について）を議題といた

します。 

内容の説明を求めます。水戸部財政課長！ 

 

財政課長（水戸部 伸也 君） 

 承認第２号、専決処分した事件の承認についてご説明申し上げます。 

 豊富町一般会計補正予算について専決処分をいたしましたので、ご承認をお願いするものでございます。 

 それでは議案を朗読いたします。 

承認第２号、専決処分した事件の承認について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。令和６年１２月１０日提出、豊富町長、河田誠一。 

  次のページをご覧ください。専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度豊富町一般会計補正

予算を専決処分する。令和６年１０月９日、豊富町長、河田誠一。 



 よろしくご承認をお願い申し上げます。 

議長（千葉 久 君） 

 内容の説明が終わりましたので質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

承認第２号、承認することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は承認議決されました。 

お諮りいたします。 

日程１８、陳情第２号、グループホーム和ごころ施設賃貸料の減免の陳情について及び日程１９、陳情第３号、グループ

ホームはまなす施設賃貸料の減免の陳情については、総務産業常任委員会に付託して、審査することにいたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、陳情第２号及び陳情第３号は、総務産業常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

日程２０から日程２２までの意見案については、会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明を省略したい

と思います。ご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

したがって日程２０から日程２２までの意見案については、提出理由の説明を省略することに決定しました。 

 日程２０、意見案第４号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書についてを議題といたします。 

質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 意見案第４号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程２１、意見案第５号、改正食料・農業・農村基本法の実効性確保等に関する意見書についてを議題とたします。 

質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 意見案第５号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程２２、意見案第６号、学校の業務量に見合った教職員配置と長時間労働を抑制するため教員に残業代を支給可能とす

る給特法の改正を求める意見書についてを議題といたします。 

質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 意見案第６号、原案可決することにご異議ございませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

日程２３、閉会中の継続調査の申出についてをお諮りいたします。 

各常任委員会、議会運営委員会から、閉会中の継続調査について申出がありますので、これを承認することにご異議ござ

いませんか。（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認め、承認することに決しました。 



お諮りいたします。 

本定例会の会議に付されました事件は全て終了いたしました。 

よって、会議規則第７条の規定により、本定例会を本日で閉会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

これで本日の会議を終了いたします。令和６年第４回豊富町議会定例会を閉会します。 

 

 (ベル)  

       

   （午前 10時 48分閉会） 


